
◎重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 
（令和七年五月二三日法律第四三号）   

一、 提案理由（令和七年三月一九日・衆議院内閣委員会） 

○平国務大臣 おはようございます。 

 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計

算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 続きまして、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 

 この法律案は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の

施行に伴い、重大な危害を防止をするための一定の警察官又は自衛官による電子計算機

の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリティ基本法その

他の関係法律について所要の規定の整備等を行うものであります。 

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、警察官職務執行法を改正をして、警察庁長官が指名する一定の知識及び能力

を有すると認められる警察官は、サイバーセキュリティーを害することその他情報技術

を用いた不正な行為に用いられる電気通信等又はその疑いがある電気通信等を認めた場

合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生す

るおそれがあるための緊急の必要があるときは、そのいとまがないと認める特段の事由

がある場合を除いてサイバー通信情報監理委員会の承認を得た上で、当該電気通信等の

送信元等である電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のための通常必要と

認められる措置であって電気通信回線を介して行う電子計算機の動作に係るものを取る

ことを命じ、又は自らその措置を取ることができることとしております。 

 第二に、自衛隊法を改正して、内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する不正な行為

による被害の防止に関する法律に規定する重要電子計算機のうち一定のものに対する同

法に規定する特定不正行為であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画

的な行為と認められるものが行われた場合において、これにより重大な支障が生ずるお

それが大きいと認められ、かつ、その発生を防止をするために自衛隊が有する特別の技

術又は情報が必要不可欠であること等により自衛隊が対処を行う特別の必要があると認

めるときは、自衛隊の部隊等に当該特定不正行為による当該重要電子計算機への被害を

防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であって電気通信回線を介して行う

ものを取るべき旨を命ずることができることとしております。また、当該措置を取るべ

き旨を命ぜられた部隊等の職務の執行及び自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍

隊が使用する一定の電子計算機をサイバーセキュリティーを害することその他情報技術



を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について、警察官職務執行

法の必要な規定を準用することとしております。 

 第三に、サイバーセキュリティ基本法を改正して、サイバーセキュリティ戦略本部に

ついて、本部長は内閣総理大臣、本部員は本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣を

もって充てる組織とするとともに、その所掌事務について、重要社会基盤事業者等にお

けるサイバーセキュリティーの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成

及び当該基準に基づく施策の実施の推進並びに国の行政機関等におけるサイバーセキュ

リティーの確保の状況の評価を追加することとしております。 

 第四に、内閣法を改正して、内閣官房に、内閣官房の事務のうちサイバーセキュリテ

ィーの確保に関するもの等を掌理する内閣サイバー官一人を置くこととしております。 

 そのほか、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行

に伴い、情報処理の促進に関する法律、国立研究開発法人情報通信研究機構法、内閣府

設置法等について、関連する事務の追加等関係規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、重要電子計算機に対する不正な

行為による被害の防止に関する法律の施行の日とすることとしております。 

 以上が、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重

要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、 衆議院内閣委員長報告（令和七年四月八日） 

○大岡敏孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過及び結果を御報告いたします。 

……………（略）…………… 

 次に、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律案は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害

の防止に関する法律の施行に伴い、重大な危害を防止するための一定の警察官又は自衛

官によるアクセス・無害化措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリテ

ィ基本法その他の関係法律について所要の規定の整備等を行うものです。 

 両案は、去る三月十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会においては、翌十九日平国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り

ました。二十八日には参考人から意見を聴取するとともに、四月三日には総務委員会及

び安全保障委員会との連合審査会を開会し、さらに、四日には石破内閣総理大臣の出席

を求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。 

……………（略）…………… 

 次いで、両案及び修正案を一括して討論を行い、順次採決しましたところ、まず、重



要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案につきましては、修

正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決す

べきものと決しました。次に、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきましては、賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告いたします。 

○附帯決議（令和七年四月四日） 

（重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律（令七法四二）

の附帯決議と一括して掲載） 

三、 参議院内閣委員長報告（令和七年五月一六日） 

○和田政宗君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律案は、重大な危害を防止するための一定の警察官又は

自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、関係法律

について所要の規定の整備等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、総務委員会及び外交防衛委員

会との連合審査会を行い、参考人から意見を聴取したほか、内閣総理大臣の出席を求め

るとともに、平国務大臣及び修正案提出者等に対して質疑を行いました。 

 委員会における主な質疑の内容は、能動的サイバー防御を導入する意義、通信の秘密

を始めとする憲法との整合性、官民双方にとって実効性が高い協議会とする必要性、内

内通信情報の取扱い及び選別後通信情報の利用の在り方、アクセス・無害化措置と国際

法との関係及び適正な実施の確保策、中小企業のサイバーセキュリティの強化及び更な

る支援の必要性、サイバーセキュリティ人材の育成・確保策等でありますが、その詳細

は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より両法律案に反対、

立憲民主・社民・無所属の鬼木委員より両法律案に賛成、れいわ新選組の大島委員より

両法律案に反対、日本維新の会の柴田委員より両法律案に賛成、国民民主党・新緑風会

の竹詰委員より両法律案に賛成の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月一五日） 



（重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律（令七法四二）

の附帯決議と一括して掲載） 


